
内
閣
衆
質
一
五
一
第
二
七
号

平
成
十
三
年
三
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

森

喜

朗

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
井
上
和
雄
君
提
出
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
交
通
安
全
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。

平
成
十
三
年
三
月
二
十
七
日
受
領

答

弁

第

二

七

号



衆
議
院
議
員
井
上
和
雄
君
提
出
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
交
通
安
全
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

各
地
方
公
共
団
体
は
、
住
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
そ
の
区
域
に
お
け
る
交
通
の
安
全
に
関
し
、

国
の
施
策
に
準
じ
て
施
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
当
該
区
域
の
実
情
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
実
施
す
る
責
務
を
有
し
て

お
り
、
地
方
公
共
団
体
が
交
通
安
全
対
策
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
基
本
法
」
と
い
う
。
）
の
規

定
に
従
い
諸
施
策
を
適
切
に
実
施
す
る
よ
う
、
今
後
と
も
助
言
等
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

地
域
に
お
け
る
交
通
の
安
全
に
関
す
る
施
策
の
基
本
を
定
め
た
条
例
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
三
年
二
月
に
内
閣
府
が
都
道

府
県
に
関
し
て
行
っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
同
月
二
十
二
日
現
在
で
、
北
海
道
、
三
重
県
及
び
長
崎
県
の
三
道
県
が
制
定
し
て

い
る
。
市
町
村
に
関
し
て
は
、
そ
の
数
及
び
団
体
名
を
網
羅
的
に
は
把
握
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

基
本
法
第
十
八
条
に
基
づ
き
市
町
村
交
通
安
全
対
策
会
議
を
設
置
し
て
い
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

は
、
平
成
九
年
に
総
務
庁
（
当
時
）
が
都
道
府
県
を
通
じ
て
行
っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
平
成
八
年
十
二
月
末
現
在
で
千
二
百

一



八
十
四
で
あ
る
。
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以

下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
す
べ
て
に
お
い
て
同
会
議
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
は
把
握
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
市
町

村
に
つ
い
て
は
同
会
議
を
設
置
し
て
い
る
団
体
名
を
網
羅
的
に
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

五
に
つ
い
て

基
本
法
第
二
十
六
条
に
基
づ
き
市
町
村
交
通
安
全
計
画
を
作
成
し
て
い
る
市
町
村
は
、
平
成
九
年
に
総
務
庁
（
当
時
）
が

都
道
府
県
を
通
じ
て
行
っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
平
成
八
年
十
二
月
末
現
在
で
千
九
百
一
で
あ
る
。
指
定
都
市
の
す
べ
て
に
お

い
て
同
計
画
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
は
把
握
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
市
町
村
に
つ
い
て
は
同
計
画
を
作
成
し
て
い
る
団
体

名
を
網
羅
的
に
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

二


